
答申第４３号 

令和３年９月２９日 

 

高崎市長 様 

  

高崎市情報公開審査会  

会長 阿部 圭司    

 

高崎市情報公開条例第１９条第 1 項の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成３０年３月２３日付けで諮問のありました下記審査請求について、別紙のと

おり答申します。 

 

記 

 

諮問番号：諮問第４８号 

平成２９年９月１９日付け（第１６８－３１号）「行政文書不存在決定」に係る審

査請求 
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別 紙  

諮問番号：諮問第４８号 

答申番号：答申第４３号 

 

答  申  書 

 

第１ 審査会の結論 

   高崎市長が行った決定は妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要  

 １ 行政文書公開請求  

審査請求人（以下「請求人」という。）は、高崎市情報公開条例（平成１４年

高崎市条例第４２号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、高

崎市長（以下「実施機関」という。）に対し、平成２９年９月４日付けで「高崎

市の介護保険運営に関する情報①●●の偽造ケアプランを黙認する理由が分か

る情報」という内容の行政文書公開請求（以下「本件請求」という。）を行った。  

 

 ２ 実施機関の決定 

実施機関は、平成２９年９月１９日に、本件請求に係る行政文書（以下「本

件行政文書」という。）について、行政文書不存在決定（以下「本件処分」と

いう。）を行い、不存在の理由を次のとおり付して請求人に通知した。  

  （不存在の理由） 

   公開請求に係る情報が記載されている文書が存在しないため、不存在。 

 

 ３ 審査請求 

   請求人は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）に基づき、本件処分

を不服として、実施機関に対し、平成２９年１１月６日付けで審査請求（以下

「本件審査請求」という。）を行った。  

 

 ４ 弁明書の送付 

    実施機関は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法

第２９条第２項の規定に基づき、平成２９年１２月２８日付けで弁明書を請求

人に送付した。 

 

 ５ 反論書の提出 

   請求人は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第

３０条第１項の規定に基づき、平成３０年１月１５日付けで反論書を提出した。 
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第３ 当事者の主張 

１ 請求人の主張要旨  

   請求人は、審査請求書、反論書において、おおむね次のように主張している。  

 （１）「公開請求に係る情報が記載されている文章は保有していないため」として

いるが、これは、「保有」するものではない。  

 （２）介護サービスの利用に係る苦情等に対し、適切な対応を図るための体制を

整備するために介護保険関係職員が「作成」するものである。  

 （３）「作成」もしないで、「保有していない」などと理由に挙げること自体が黙

認である。 

 

２ 実施機関の主張要旨  

   実施機関は、弁明書並びに令和２年３月５日の当審査会における説明におい

て、おおむね次のように主張している。  

  請求人が住民監査請求において偽造と主張したのは「栄養ケア計画」の署名に

ついてである。「偽造ケアプラン」自体が存在していない以上、偽造ケアプラン

を黙認する事実もないため、「公開請求に係る事実は存在しない」ことを理由と

して、不存在としたものである。  

 

第４ 審査会の判断  

請求人は、公開請求に係る情報が記載されている文章は保有するものではな

く、介護サービスの利用に係る苦情等に対し、体制を整備するために介護保険

関係職員が作成するものと主張しているため、本件請求文書を作成していない

ことを認識している。  

以上のことから、本件決定について、「第１  審査会の結論」のとおり判断  

する。 
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 審査会の経緯（行政文書公開請求）  

年  月  日 審 理 経 過 等 

平成３０年３月２３日 諮問 

令和２年３月５日 
 実施機関説明 

 調査、審議 

令和２年８月２０日   調査、審議 

令和３年３月１１日   調査、審議 

令和３年８月２５日  答申調整 

令和３年９月２９日  答申 

 

高崎市情報公開審査会委員  

会 長 阿部 圭司 

副会長 田島 義康 

委 員 有賀 長規 

委 員 越澤 恭行 

委 員 井上 彩 

 


